
綾瀬市教育活動振興補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、綾瀬市立小中学校における特性を生かした学校づくりや主体的な研

究・研修にかかる教育活動を推進し、教員の指導力向上及び児童生徒の学力向上に向け

た活動の充実又は振興発展を図ることを目的に綾瀬市教育活動振興補助金（以下「補助

金」という。）を交付することについて、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規

則（昭和５１年綾瀬町規則第１５号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（補助事業の類型） 

第２条 補助金の交付に当たっては、補助事業の目的又は性質等に従い、次に掲げる区分

により、事業ごとの補助の類型（以下「補助類型」という。）を定めることができる。 

（1）事業実施に係る経費のうち、予算の範囲内で定額で交付するものを定額配分とする。 

（2）事業実施に係る経費を上限とし、予算の範囲内で按分交付するものを事業費配分と

する。 

（対象事業等） 

第３条 補助金は、次に掲げる事業を対象とし、対象事業の名称、内容、対象経費、補助

類型及び補助金額等は、別表に定める。 

（1）教員の指導力向上又は児童生徒の学力向上にかかるもの 

（2）特性を生かした学校の運営にかかるもの 

（3）その他教育委員会が活動の充実又は振興発展に必要と認めたもの 

２ 補助金を受けることができる者（以下「補助事業者」という。）は、綾瀬市立小中学

校とし、前項第１号に掲げる事業にあっては、あらかじめ教育委員会が定める手続きに

より指定を受けた補助事業者とする。 

（補助金の交付申請書） 

第４条 補助事業者が補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書（第１

号様式）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助事業等に係る事業計画書（第２号様式）又はこれに代る書類 

(2) 補助事業等に係る収支予算書（第３号様式）又はこれに代る書類 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定等） 

第５条  市長は、前条に定める申請があったときは、補助類型ごとに補助事業の特性・規

模等を勘案して、予算の範囲内において補助金の交付決定を行うものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（第４号様式）によ

り通知するものとする。 

３  補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書（第５号様式

）に決定通知書の写しその他の指定された書類を添付して請求しなければならない。 



（申請の取下げ） 

第６条  規則第８条第１項に規定する申請の取下げのできる期日は、決定通知書を受け取

った日から起算して１５日を経過する日までとする。 

（補助金の実績報告書） 

第７条  補助事業者は、補助金実績報告書（第６号様式）に補助事業等に係る事業実績書

兼評価書（第７号様式）及び収支決算書（第８号様式）を添付して、事業完了の日から

３０日以内又は補助金交付を受けた会計年度終了後の４月末日までに提出しなければな

らない。 

（現金及び経理書類等） 

第８条  補助金にかかる現金の保管は、預金口座による管理等最も安全かつ効果的な方法

によるものとし、出納にあたっては、出納簿又はこれに代わる書類をもって、管理する。 

２  市長は、補助金の保管又は経理の状況等について、必要と認めたときは、関係書類の

提出を求め、又は関係職員から必要な指示を与えることができる。 

３  補助事業は、補助金の執行、現金の保管及び出納簿等の経理に関係する書類について

交付を受けた年度の末日の翌日から起算して５年間保存する。 

（委任） 

第９条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付、経理等に関し必要な事項は別に

定める。 

附 則  

１  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

２  この要綱の施行により、「綾瀬市指定・課題研究校推進補助金交付要綱」、「綾瀬市

指定・課題研究校推進補助金における経理事務取扱要領」、「綾瀬市魅力ある学校づ

くり推進事業補助金交付要綱」及び「綾瀬市教育指導研究会補助金交付要綱」は廃止

されたものとみなし、これらにかかる取扱を定めた従前の通知等は、その効力を失う。 

附 則 

  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 （第３条関係） 

区分 対象事業の名称 対象事業の内容 対象経費 
補助

類型 

補助金額 

（算定基礎） 

教
員
の
指
導
力
向
上
又
は
児
童
生
徒
の
学
力
向
上

に
か
か
る
も
の 

研
究
・
研
修
事
業 

指定研究推

進事業 

指定された学校が単

独で又は共同して特

定の分野又は課題に

ついて、相互連携の

実践や共通理解のも

とに、専門的な調査

研究を行うことで、

教員の指導力や児童

生徒の学力向上に資

する。 

事 業 実 施

に 要 す る

経費 

定額

配分 

 

指定校１校につき 

１７２，５００円 

教育課題研

究事業 

指定校１校につき 

７７，５００円 

授業改善研

究充実事業 

授業改善に向けた実

践的研究を行うこと

で、教員の指導力及

び児童生徒の学力の

向上を図る。 

指定校１校につき 

１６０，０００円 

特
性
を
生
か
し
た
学
校
経
営
に
か
か

る
も
の 

魅力ある学校づ

くり事業 

学校経営の方針、地

域特性を活用して、

児童生徒の学習・学

校生活への関心を高

めるとともに、地域

に開かれた学校づく

りを行うことで、学

校と地域の活動連携

及び地域教育力の向

上を図る。 

 

 

事 業 実 施

に 要 す る

経費 

事業

費配

分 

申請校１校につき 

１００，０００円を

基本額とし、申請が

あった事業費を限度

として、事業費の割

合に応じて配分する

。 

そ
の
他
教
育
委
員
会
が
教
育
活
動
の
振

興
上
必
要
と
認
め
た
も
の 

教育研究団体等

活動支援事業 

自主的な教育研究活

動を行う組織又は団

体の事業（関係の組

織又は団体等に加盟

する経費を含む。）

に財政的・技術的な

援助を行うことで、

活動の継続と活性化

を図る。 

 

事 業 実 施

に 要 す る

経費 

事業

費配

分 

申請された事業費を

上限とする。 

 

 



第１号様式（第４条関係） 

年   月   日  

 

      年度補助金等交付申請書 

 

 （宛先）綾瀬市長  

  

補助事業者  住 所 

学校名 

学校長名        印 

 

     年度において次の事業（事務）を行いたいので、補助金の交付を願いたく綾瀬

市補助金等にかかる予算の執行に関する規則第４条の規定により申請します。 

 

（事業、事務の名称） 

綾瀬市教育活動振興補助金 

（交付申請額） 

             円 

（算出の基礎） 

 

（事業、事務の目的及び内容） 

別添のとおり 

 

 

 

 

 

（事業、事務の使途） 

別添のとおり 

（事業、事務の財源内訳） 

別添のとおり 

 

（添付書類） 

（1） 事業計画書 

（2） 収支予算書 

（3） 上記以外の指定書類 

 

 

 

 



第４号様式（第５条関係） 

 

年   月   日 

 

     年度補助金交付決定通知書 

 

 

綾瀬市立    学校 

           様 

 

綾瀬市長       印 

 

 

   年  月  日付けで交付申請のありました  年度教育活動振興補助金の交付に

ついて、次のとおり決定したので通知します。 

 

 

１ 補助金額         円 

    【決定金額の内訳】                        単位:円 

事  業  区  分 交付申請額 交付決定額 

指定研究推進事業   

教育課題研究事業   

授業改善研究充実事業   

魅力ある学校づくり事業   

教育研究団体等活動支援事業   

 

２ 補助条件 （１）補助事業の計画内容等を変更しようとする場合は、速やかに補助金

事務主管課(教育指導課)と協議すること。 

       （２）申請の目的以外に使用しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第５条関係） 

 

                               年度補助金交付請求書 

 

                                                                 年  月  日 

 

 （宛先）綾瀬市長  

 

 

                     補助事業者 住 所  

                          学校名 

                           学校長名         印 

 

     年  月  日付けで交付決定のありました次の事業にかかる補助金につき、綾瀬市

補助金等に係る予算の執行に関する規則第１１条の規定により請求します｡ 

 

１ 補助事業等の名称 綾瀬市教育活動振興補助金 

２ 補助金等の名称 綾瀬市教育活動振興補助金 

３ 補助金等の交付決定通知額                 円 

４ 既交付額              円 

５ 今回交付請求額             円 

６ 未交付額 

（不   用   額） 

            ０円 

 （       ０円） 

７ 添付書類 （１）交付決定通知書の写 

（２） 

（３） 

（４）  

８ 口        座 

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人  

金 融 機 関 名  支 店 名 支店 

預 金 種 目  口座番号  

 

 



第６号様式（第７条関係） 

年   月   日  

 

    年度補助金実績報告書 

 

 （宛先）綾瀬市長  

  

補助事業者  住 所 

学校名 

  学校長名         印 

 

     年  月  日付けで補助金等の交付決定を受けた補助事業の実績を綾瀬市補

助金等にかかる予算の執行に関する規則第１２条の規定により報告します。 

 

補助事業等の名称及

び施行場所 

綾瀬市教育活動振興補助金 

綾瀬市立    学校 

補助金等の名称 

 

 

 

 

 

綾瀬市教育活動振興補助金 

補助金額 

 

別添のとおり 

 

着手年月日  

完了年月日 

 

 

添付書類 

 

（1）事業実績書 

（2）収支決算書 

（3）事業評価書 

（4）上記以外の指定書類 

 

 

 

 

 



第２号様式（第４条関係）

綾瀬市立　　　　　　学校

区分 指定研究又は教育課題研究事業 授業改善研究充実事業 魅力ある学校づくり事業 教育研究団体等活動支援事業

事業の目的
又は目標
（具体的な
到達点や状
態）

事業の内容
（簡潔に）

※事業ごとの計画書等補足する書類がある場合は、添付すること。（事業の日程、実施要領など）

          年度事業計画書



第７号様式（第７条関係）

綾瀬市立　　　　　　学校

区分 指定研究又は教育課題研究事業 授業改善研究充実事業 魅力ある学校づくり事業 教育研究団体等活動支援事業

事業の実績
（具体的で
簡潔に）

成果と課題
（事業計画
に対する到
達度）

1)成果評価の方法

2)評価の結果

1)成果評価の方法

2)評価の結果

1)成果評価の方法

2)評価の結果

1)成果評価の方法

2)評価の結果

※事業ごとの実績及び評価の方法、結果を補足する書類があれば添付すること。（アンケート集計など）

         年度事業実績書兼事業評価書



１ 収入 綾瀬市立　　　　　学校 （単位    円）

本年度予算額
（Ａ）

前年度予算額
（Ｂ）

比 較
（ Ａ － Ｂ ）

説　　　　　明

分　担　金　等

補　助　金　等

市補助金

他団体等収入金

繰　　越　　金

諸収入（雑入）

２ 支出 （単位    円）

本年度予算額
（Ａ）

前年度予算額
（Ｂ）

比 較
（ Ａ － Ｂ ）

説　　　　　明

管理費

指定研究推進事業

教育課題研究事業

授業改善研究充実事業

魅力ある学校づくり事業

教育研究団体等活動支援事業

報償費

旅費

消耗品費

印刷製本費

修繕料

役務費

委託料

使用料等

補助金・負担金等

積立金

※　補助対象経費は、事業実施に必要な経費とし、上記の「事業費」の範囲であること。

※　飲食（会議賄い、会食）や事業に関係しない儀礼交際費、個人所有となる文具品類などは管理費で計上する。

※　積立金には、その年度の補助金を充てての計上はできません。

※　予備費は計上しない。

科    目

事　　業　　費

第３号様式（第４条関係）

　　    　　年度収支予算書

科    目

計

計



【留意事項】

(1) 「科目の名称」、「科目の区分」、「増減」又は「合計」等の各欄における表記・計数

　　（計算）に誤り（記載漏れ、誤記など）がないこと

(2)  「前年度予算額」は、前年度申請書における予算額であって、収支決算（精算）書の
　　「予算額」も同額であること。
(3)  収支決算（精算）書の剰余金（収入総額と支出総額の差額）を明示すること。
(4)  (3)の剰余金は、翌年度の申請書における収支予算書の「繰越金」に同額であること。
   したがって、交付を受けた年度中に生じた預金利子等の収入で、執行残となったものは、
   すべて余剰金の一部として、「翌年度への繰越金」に計上すること。
(5)  予算額を超えての執行は、原則として他の科目（経費）からの流用（予算異動）等手
　　続きを経て行うこと。



１ 収入 綾瀬市立　　　　　学校 （単位    円）

当初予算額
（Ｃ）

増減
（Ｄ－Ｃ）

予算現額
（Ｄ）

決算額
（Ｅ）

比 較
（ Ｄ － Ｅ ）

説　　　　　明

分　担　金　等

補　助　金　等

市補助金

他団体等収入金

繰　　越　　金

諸収入（雑入）

２ 支出 （単位    円）

当初予算額
（Ｃ）

流用補正
（Ｄ－Ｃ）

予算現額
（Ｄ）

決算額
（Ｅ）

比 較
（ Ｄ － Ｅ ）

説　　　　　明

管理費

指定研究推進事業

教育課題研究事業

授業改善研究充実事業

魅力ある学校づくり事業

教育研究団体等活動支援事業

報償費

旅費

消耗品費

印刷製本費

修繕料

役務費

委託料

使用料等

補助金・負担金等

積立金

    　　年　　月　　日

収入支出差引残額 円は、次年度に繰り越しとします。 会計経理担当者 職氏名 印

    　　年　　月　　日

上記の決算について、会計経理書類等を突合した結果、適正であることを認めます。 会計監査担当者 職氏名 印

科    目

科    目

第８号様式（第７条関係）

    　　　年度収支決算書　

計

計

事　　業　　費


